
１．医療療養病床

【施設基準】

　（１）南２階病棟 ①日勤帯 ：　９時００分～  １７時００分まで、看護職員１人当りの受け持ち数は９人以内です。

②夜勤帯 ： １７時００分～翌１０時００分まで、看護職員１人当りの受け持ち数は４２人以内です。

　（２）南３階病棟 ①日勤帯 ：　９時００分～  １７時００分まで、看護職員１人当りの受け持ち数は９人以内です。

②夜勤帯 ： １７時００分～翌１０時００分まで、看護職員１人当りの受け持ち数は４３人以内です。

　（１）南２階病棟 ①日勤帯 ：　９時００分～  １７時００分まで、看護補助職員１人当りの受け持ち数９人以内です。

②夜勤帯 ： １７時００分～翌１０時００分まで、看護補助職員１人当りの受け持ち数は１７人以内です。

　（２）南３階病棟 ①日勤帯 ：　９時００分～  １７時００分まで、看護補助職員１人当りの受け持ち数は１４人以内です。

②夜勤帯 ： １７時００分～翌１０時００分まで、看護補助職員１人当りの受け持ち数は２３人以内です。

  （６）コンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）

      １６列以上64列未満のマルチスライスCT装置を設置しております。

　（９）看護補助体制充実加算１(療養病棟入院基本料の注１3）/夜間看護加算（療養病棟入院基本料の注１２）

【選定療養（保険外負担）】

【保険外負担】

２．勤務体制

●医　 師 ●理学療法士 ●管理栄養士 ・・   １名

●薬剤師 ●作業療法士 ・・   ３名 ●栄養士 ・・   ２名

●看護職員 ●言語聴覚士 ・・   ０名 ●調理員 ・・ １３名（常勤12名、非常勤１名）

●介護職員 ●放射線技師 ・・   １名 ●事務員 ・・ １２名

●生活相談員 ●臨床検査技師 ・・   １名 ●その他 ・・   ６名

３．苦情・相談受付体制

令和8年1月1日

　 ・テレビ貸出し料金・・・５０円／日　　　　・入浴物品代・・・・５０円／回

　 ・紙オムツ・・・３,０００円／袋　　　尿とりパット（短時間用）・・・２,０００円／袋　　　尿とりパット（長時間用）・・・２,５００円／袋

　   尿とりパット（夜用）・・・３,０００円／袋　　　リハビリパンツ・・・２,５００円／袋　　　平オムツ・・・１,５００円／袋

 　・口腔ケア用品代・・・５００円／個　　　　・介護用パジャマ代・・・１２,０００円／着　　　　・介護用肌着・・・３,０００円／着

　　　②厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保しております。

・当院では、一月に１３単位を超えてリハビリテーションを行う場合、患者様の同意を得たうえで次の料金（税込）を徴収いたします。

　脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）・・・２,２００円／単位 、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）・・・２,０３５円／単位

　廃用症候群リハビリテーション料（Ⅱ）・・・１,６０６円／単位

当院では、利用に関する同意を得た患者様より、次の料金（税込）を徴収いたします。

　　　②機能訓練に必要な専用の施設を有し、当該専用の広さと、該当訓練に必要な専用の器械・器具を具備しております。

・各病棟では、1日に９人以上の看護補助要員が勤務しており、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

　（７）ニコチン依存症管理料

　　　専任の医師及び看護師を配置しております。

　（８）電子的診療情報評価料

　　　①他の医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な閲覧が可能なネットワークを構築しております。

　（１）療養病棟療養環境加算１

当院の施設基準と保険外負担

・当院は、厚生労働大臣が定める施設基準・療養病棟入院基本料１の基準を満たし、東北厚生局長に届出を行っており、

　　　必要とされる医師、看護師、准看護師及び看護補助者を配置するとともに、機能訓練室を設置しております。

　　　　朝食 ８：００　　昼食 １２：００　　夕食 １８：００

　（３）入院時食事療養/生活療養（Ⅰ）の患者様ご負担額

　　　　　①食事負担として１食につき５１０円の料金を徴収します。

　　　　　②生活療養環境標準負担額（居住費）として１日につき３７０円の料金を徴収します。

・当院は、下記の事項について、施設基準を満たし、東北厚生局長に届出を行っています。

・当院は、厚生労働大臣が定める施設基準、入院時食事療養/生活療養（Ⅰ）の基準を満たし、次の体制を取っております。

　（１）専門の管理栄養士により、年齢や病状によって適切な栄養量と食事療養を行います。

　（２）食事の質的向上を目的に、適時適温食の実施医療機関として次の時間に食事を提供しております。

　次の人員配置により看護並びに介護にあたっております。

　これに伴い、患者様負担による付添看護は認められず、また、当院が求めることはありません。

　　（１）看護職員の実質配置　２０対１　　　　（２）看護補助者の実質配置　２０対１

・各病棟では、1日に９人以上の看護職員（看護師および准看護師）が勤務しており、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

●窓口：川西湖山病院１階　苦情・相談窓口　　　●受付時間：月曜日～金曜日　８：３０～１７：００

・・ １０名（常勤２名、非常勤８名）　  

・・   １名（常勤１名）

・・ ３８名（常勤３３名、非常勤５名）

・・ ３３名（常勤３３名）

・・   ２名

・・   ３名（常勤２名、非常勤１名）　  

　（３）データ提出加算１／データ提出加算３

　（２）認知症ケア加算３

　　　認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師を配置しております。

当院への苦情・相談等については、下記の窓口にて受付けております。

　 ・クリーニング代・・・８８０円／袋

当院で発行する各種診断書、証明書及びその他の費用に関しては、次の料金にて取り扱っております。

　　普通診断書・・・３,３００円　　一般健康診断書・・・３,３００円 　　入院証明書・・６,６００円　　死亡診断書・・・５,５００円

　　死後の処置・・・７,４００円 　　浴衣・・・２,６００円

 　・理美容代・・・２,５００円／回　　　　　・付添時寝具貸出代・・・１,６８３円／１週につき

　　　診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出しております。

　（４）診療録管理体制加算３

　　　診療記録管理を行うにつき必要な体制・設備を整えております。

　（５）脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ）、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）

　　　①必要とされる有資格者の配置をしております。


